
山
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県
公
報
　
　
第
二
百
三
十
四
号
　
　
令
和
三
年
十
一
月
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）
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五
五

山
梨
県
公
報

第
二
百
三
十
四
号

令
和
三
年十

一
月
一
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更	

五
五
五

○
有
害
図
書
類
の
指
定	

五
五
五

公

告

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
三
件
）	

五
五
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
線
名
　
百
三
十
九
号

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

北
都
留
郡
小
菅
村
字
井
戸
入
一
七
五
二
番
一
地
先

か
ら

北
都
留
郡
小
菅
村
字
井
戸
入
一
七
五
二
番
二
地
先

ま
で

旧

一
六
・
八
～

　
　
　
三
二
・
七

四
八
・
七

新

一
六
・
八
～

　
　
　
三
九
・
四

四
八
・
七

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三

号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
令
和
三
年
十
一
月

二
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
指
定
す
る
図
書
類
（
雑
誌
）
の
名
称
及
び
発
行
所

名
　
　
　
　
　
　
　
　
称

発
　
　
行
　
　
所

RK

 M
O
O
K

 CO
M
IC

必
剣V

ol.12

（
株
）
楽
楽
出
版

劇
画
ハ
ー
レ
ムCO

M
IC H

A
REM

 V
ol.1

マ
イ
ウ
ェ
イ
出
版
（
株
）

つ
ぐ
な
う
肌
②

（
株
）
芳
文
社

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル
2
0
2
1
　
1
0
月
号

（
株
）
宙
出
版

漫
画
ボ
ン
ジ
ュ
ー
ル
2
0
2
1
　
1
0
月
号

（
株
）
大
都
社

恋
愛
宣
言PIN

K
Y

1
0
月
号

（
株
）
秋
水
社

petit Rose vol.52

恋
愛
宣
言PIN

K
Y

1
0
月
号
増
刊

（
株
）
秋
水
社

無
敵
恋
愛S＊

girl

2
0
2
1
　
1
0
月
号

（
株
）
ぶ
ん
か
社

Y
oung Love Com

ic aya

ア
ヤ
2
0
2
1
年
　
1
0
月
号

（
株
）
宙
出
版

二
　
指
定
す
る
理
由
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
甚
だ
し
く
粗
暴
性
を
助
長
し
、
又
は
著
し
く
犯

罪
を
誘
発
す
る
等
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

公
　
　
　
告

◉
　
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
三
十
四
号
　
　
令
和
三
年
十
一
月
一
日

五
五
六

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
　
甲
府
市

二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期
　
令
和
元
年
六
月
三
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称
　
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域
　
甲
府
市
大
字
上
積
翠
寺
町
、
下
績
翠
寺
町
及
び
塚
原
町
の
各
一
部

五
　
認
証
年
月
日
　
令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

◉
　
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
　
身
延
町

二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期
　
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称
　
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
下
部
の
一
部

五
　
認
証
年
月
日
　
令
和
三
年
十
月
二
十
六
日

◉
　
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
　
身
延
町

二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期
　
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称
　
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
常
葉
の
一
部

五
　
認
証
年
月
日
　
令
和
三
年
十
月
二
十
六
日


